
（平成27年改訂版）

各地区の公民館・多目的集会所等の拠点回収所で回収します。

※廃食用油は、容器を放置せず、設置しているﾄﾞﾗﾑ缶に入れて

下さい。

ごみ袋の種類分別表8ﾍﾟｰｼﾞ

屋久島ｸﾘｰﾝｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰへの直接搬入は、

ごみ分別表分別表10ﾍﾟｰｼﾞ上段を参照して

持ち込んで下さい。（TEL 49-1918）

各種指定袋
ｽﾃｯｶｰ

拠点
回収

直接
搬入

廃蛍光灯・蛍光管

ﾏﾝｶﾞﾝ・ｱﾙｶﾘ電池

紙ﾊﾟｯｸ

廃食用油

生ごみ、廃食用油
産業廃棄物　以外

金

生ごみ
生ごみ専用袋

（透明）
毎週　月・水・金曜日　ごみ分別表7ﾍﾟｰｼﾞ
※指定された生ごみのみを出して下さい。

燃えるごみ
燃えるごみ袋

（緑色）

毎週　火・金曜日　ごみ分別表6ﾍﾟｰｼﾞ
※生ごみや金属を含むもの、布団や毛布な
どは入れないで下さい。

土

発泡ｽﾁﾛｰﾙ
各種ﾄﾚｲ

資源回収用袋
（透明）

毎週　土曜日　ごみ分別表4ﾍﾟｰｼﾞ

ﾋﾞﾝ類
資源回収用袋

（透明）
毎週　土曜日　ごみ分別表3ﾍﾟｰｼﾞ

大型粗大
(第1・第3)

ｽﾃｯｶｰ
各月の第1、第3土曜日に各地区の拠点
回収所で収集します。
ごみ分別表9ﾍﾟｰｼﾞ

資源回収用袋
（透明）

毎週　水曜日　ごみ分別表5ﾍﾟｰｼﾞ

木

空き缶
ﾎﾞﾝﾍﾞ類

資源回収用袋
（透明）

毎週　木曜日　ごみ分別表4ﾍﾟｰｼﾞ

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ
資源回収用袋

（透明）
毎週　木曜日　ごみ分別表3ﾍﾟｰｼﾞ
※ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙのみを入れて出して下さい。

ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ
新聞
雑誌類

ｽﾃｯｶｰ

資源回収用袋
（透明）

毎週　木曜日　ごみ分別表7ﾍﾟｰｼﾞ
※ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ、新聞、雑誌類は、種類ごとに
縛って出して下さい。

家庭ごみ収集日【屋久島町北部地区(長峰～永田)】

曜日 ごみの種類 ごみ袋の種類 ごみ分別表

月 生ごみ
生ごみ専用袋

（透明）
毎週　月・水・金曜日　ごみ分別表7ﾍﾟｰｼﾞ
※指定された生ごみのみを出して下さい。

火

水

燃えるごみ

紙類

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
ﾋﾞﾆｰﾙ類

小型粗大

毎週　火・金曜日　ごみ分別表6ﾍﾟｰｼﾞ
※生ごみや金属を含むもの、布団や毛布な
どは入れないで下さい。

毎週　火曜日　ごみ分別表1ﾍﾟｰｼﾞ
※汚れがひどいものは、燃えるごみとして
出して下さい。

毎週　火曜日　ごみ分別表2ﾍﾟｰｼﾞ
※汚れがひどいものは、燃えるごみとして
出して下さい。

生ごみ
生ごみ専用袋

（透明）
毎週　月・水・金曜日　ごみ分別表7ﾍﾟｰｼﾞ
※指定された生ごみのみを出して下さい。

燃えるごみ袋
（緑色）

資源回収用袋
（透明）



◎ どの異物が混入しないよう、生ごみだ ◎ 類は、入れないで下さい。

◎ けをしっかりと分別して下さい。 ◎ 曜日を守って出して下さい。

※　ごみは、正しく分別し、前日に出さず、決められた日の午前8時30分までに指定す
※る場所に出しましょう。

※　屋久島ｸﾘｰﾝｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰへの直接搬入は、事前に各種ごみごとに分別し、指定袋に入
※れるか、ｽﾃｯｶｰにて搬入して下さい。

ごみ搬入の休日は、
　(1) 日曜日　　　　(2) 12月31日から翌年1月3日まで

ごみを搬入することができる時間は、
　(1) 平日及び土曜日　午前8時30分から午後4時30分まで
　(2) 12月30日　　　午前8時30分から午後3時00分まで

※　ご不明な点がありましたら、下記へご連絡下さい。

屋久島町 屋久島町

屋久島町役場 環境政策課 生活環境係
TEL 43-5900（内線231）

例 大型粗大ごみ

新聞

雑誌

ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ　　　など

小型粗大（上記以外の燃えないもの）

◎ 種類ごとに別々に入れて、曜日を守って出して下さい。

◎ 水で濯ぐ等、汚れを落としたものを入れて下さい。

屋久島町 屋久島町

ごみ収集ｽﾃｯｶｰ
資 源 回 収 用 袋

空 き 缶
ｽ ﾌ ﾟ ﾚ ｰ
ﾎﾞﾝﾍﾞ類

紙　類
発泡ｽﾁﾛｰﾙ
各 種 ﾄ ﾚ ｲ

指定袋に入りきらないごみを出

すときに約10kgに１枚を目安

で貼って下さい。ペット
ボトル

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
ﾋﾞﾆｰﾙ類

ﾋﾞﾝ類

燃 え る ご み 袋

（生分解性フィルム） ◎ 紙類、プラスチック・ビニール類は、資

この袋は、生ごみといっしょに堆肥化されます。 ◎ 源回収用袋になりますが、汚れがひどい

◎ 生ごみはしっかり水切りをして下さい。 ◎ 場合は、こちらの袋に入れて下さい。

◎ 他のﾋﾞﾆｰﾙ袋、容器類、はし、ｽﾌﾟｰﾝな ◎ 生ごみ、空き缶、ビン類、危険物、金属

生 ご み 専 用 袋

屋久島町指定ごみ袋・収集ｽﾃｯｶｰ

資源物（紙類）



周りのﾌｨﾙﾑは、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・ﾋﾞﾆｰﾙ類
として、取り除いた箱は、紙類と
して出して下さい。 水で濯いで出して下さい。

内側のﾋﾞﾆｰﾙは取り除き、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・ﾋﾞﾆｰﾙ類として、
取り除いた後の箱は、紙類として出して下さい。

ふたの部分は取り除き、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・ﾋﾞﾆｰﾙ類として、
取り除いた後のﾊﾟｯｸは、水で濯いだ後、紙類として
出して下さい。お酒が入っているものに多いです。

【注意】
こちらのﾏｰｸが付いている紙ﾊﾟｯｸとは異なります。

※ ｶｯﾌﾟめんのﾌﾀや容器は、紙製のもの、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製のものがありますので、
 　　 や　　の表記に従って出すようにして下さい。

【注意】
以下のものは、紙類としては出せません！

汚れがひどく、水で濯いでも汚れがとれない紙類や紙おむつは、再資源化でき
ませんので、燃えるごみ袋に入れて出して下さい。

【出典：日本容器包装リサイクル協会】

対 象 と な る も の
資 源 回 収 用 袋 に

紙製容器・包装紙類
入れて曜日を守っ

左記のマークを参考にして下さい。

て出して下さい。
紙箱、封筒、紙袋、コピー用紙など

1

資源物（紙類）

紙箱 紙袋 包装紙 ﾊｶﾞｷ・封筒

紙ｺｯﾌﾟ・紙ｶｯﾌﾟ

ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰの芯

ﾃｨｯｼｭの箱

たばこ

飲料ﾊﾟｯｸ

紙おむつ油がしみこんだ紙や汚れのひどい紙、紙ｺｯﾌﾟや紙ｶｯﾌﾟなど

資源物（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・ﾋﾞﾆｰﾙ類）



CD・DVD自体もﾋﾞﾆｰﾙ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類です。

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙは、左記のように３つに分け、ﾌﾀとﾗﾍﾞﾙは
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・ﾋﾞﾆｰﾙ類として、ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙは、水で濯いだ
後、ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙとして出して下さい。

【注意】
以下のものは、　 の表示があってもﾋﾞﾆｰﾙ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類としては出せません！

ﾗｰﾒﾝに入っている調味料等

汚れがひどく、水で濯いでも汚れがとれないもの、食用油のﾎﾞﾄﾙなどは再資源
化できませんので、燃えるごみ袋に入れて出して下さい。

【出典：日本容器包装リサイクル協会】

対 象 と な る も の
資 源 回 収 用 袋 に

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ容器類
入れて曜日を守っ

左記のマークを参考にして下さい。

て出して下さい。
商品が入っていたﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製の容器や袋

2

弁当のﾌﾀ・容器 ﾋﾞﾆｰﾙ袋 菓子袋 卵ﾊﾟｯｸ

詰替え容器等 CD・DVDｹｰｽ ﾀﾝﾌﾞﾗｰ ﾊﾞｹﾂ

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙのﾌﾀ・ﾗﾍﾞﾙ

ｽｰﾌﾟ調味料

汚れがひどいﾌﾟﾗｽﾁｯｸ容器類や食用油のﾎﾞﾄﾙ

油

資源物（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・ﾋﾞﾆｰﾙ類）

資源物（ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ）



左記のようにﾌﾀとﾗﾍﾞﾙはﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・ﾋﾞﾆｰﾙ類
として、ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙは、水で軽く濯ぎ、水気
を切って出すようにして下さい。

※ 右記のような状態で出して下さい。
※ 左記のように、潰す必要はありません。

内容物を適切に処理した後、水で濯いで出
して下さい。
金属製のﾌﾀやｷｬｯﾌﾟは、空き缶・ﾎﾞﾝﾍﾞ類と
して出して下さい。
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製のﾌﾀやｷｬｯﾌﾟは、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・ﾋﾞﾆｰﾙ
類として出して下さい。

【注意】
何度も繰り返して使用できる一升ﾋﾞﾝやﾋﾞｰﾙﾋﾞﾝ（ﾘﾀｰﾅﾙﾋﾞﾝ）は、
ﾋﾞﾝ類として出すのではなく、地域子ども会の空ﾋﾞﾝ回収などに
ご協力下さい。

【出典：日本容器包装リサイクル協会】

対 象 と な る も の
水 で 軽 く 濯 い で

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ
資 源 回 収 用 袋 に

左記のマークが表示されています。

入れ、曜日を守っ
水、お茶、ｼﾞｭｰｽ、酒、しょうゆ等が

て出して下さい。
入っていたﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾎﾞﾄﾙ

対 象 と な る も の
水 で 軽 く 濯 い で

ﾋﾞﾝ類
資 源 回 収 用 袋 に

ｼﾞｭｰｽのﾋﾞﾝ、栄養ﾄﾞﾘﾝｸのﾋﾞﾝ
入れ、曜日を守っ

薬品ﾋﾞﾝ、調味料のﾋﾞﾝ、化粧品ﾋﾞﾝ
て出して下さい。

ｺｰﾋｰのﾋﾞﾝ、ｼﾞｬﾑのﾋﾞﾝなど

3

資源物（ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ）

資源物（ﾋﾞﾝ類）

資源物（発泡ｽﾁﾛｰﾙ・各種ﾄﾚｲ）



各種ﾄﾚｲについては

水で濯いで、汚れ

を落として出して

下さい。

【注意】
上記のもので、汚れがひどい場合は、再資源化できませんので、燃えるごみ袋
に入れて出して下さい。
※ ｶｯﾌﾟめんの容器で、　のﾏｰｸがあるものについては、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ･ﾋﾞﾆｰﾙ類として
※ 出して下さい。

その他、ｱﾙﾐﾎｲﾙや金属性のﾌﾀ
なども空き缶・ﾎﾞﾝﾍﾞ類です。

缶やｱﾙﾐﾎｲﾙは、水で濯いだ後
ｱﾙﾐは丸めて出して下さい。

【注意】
ｽﾌﾟﾚｰ缶やｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ類は、必ずｶﾞｽを使い切って出して下さい。
一斗缶は、空き缶・ﾎﾞﾝﾍﾞ類とは別にして、小型粗大ごみとして出して下さい。

【出典：日本容器包装リサイクル協会】

対 象 と な る も の
資 源 回 収 用 袋 に

発泡ｽﾁﾛｰﾙ
入れて曜日を守っ

白色・その他のﾄﾚｲ
て出して下さい。

上記のﾏｰｸを参考にして下さい。

対 象 と な る も の
資 源 回 収 用 袋 に

ｱﾙﾐ缶、ｽﾁｰﾙ缶
入れて曜日を守っ

缶詰、ｱﾙﾐﾎｲﾙなど
て出して下さい。

上記のﾏｰｸが表示されています。

4

発泡ｽﾁﾛｰﾙ 白色ﾄﾚｲ その他のﾄﾚｲ

ｱﾙﾐ缶

ｽﾁｰﾙ缶

ｽﾌﾟﾚｰ缶

ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ

菓子缶
缶詰

ｱﾙﾐﾎｲﾙ

資源物（発泡ｽﾁﾛｰﾙ・各種ﾄﾚｲ）

資源物（空き缶・ﾎﾞﾝﾍﾞ類）

資源物（小型粗大）



傘、金属類、一斗缶、ｶﾒﾗ、ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸと金属の混合ごみ、ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ

ｶｾｯﾄﾃｰﾌﾟ、ﾋﾞﾃﾞｵﾃｰﾌﾟ、金属やﾓｰﾀｰを含む玩具、金属を含む衣類・靴

金属を含むぬいぐるみ、金属製調理用具、鍋、ﾌﾗｲﾊﾟﾝ、電気ｺｰﾄﾞ

磁石、はさみ、ｶﾞﾗｽ、鏡、陶器類（茶碗、どんぶり）、各種ﾗｲﾀｰ

植木鉢（陶器のもの）、ﾛｰﾌﾟ・ﾎｰｽ類、包丁

指定袋に入るｼｰﾂ、毛布、ﾀｵﾙｹｯﾄ（指定袋に入らなければ大型粗大）

指定袋に入る家電製品｛ﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷ、ｽﾃﾚｵ、電子ﾚﾝｼﾞ、炊飯器、ﾐｼﾝ

ｶｾｯﾄｺﾝﾛ等（家電ﾘｻｲｸﾙ対象品を除く。詳細は大型粗大ごみ参照。）｝

【注意】
割れた陶器類やｶﾞﾗｽは、新聞紙等にそれぞれ包んでから、指定袋に入れて出し
て下さい。
ﾗｲﾀｰは、必ずｶﾞｽを使い切って出して下さい。
ﾛｰﾌﾟ・ﾎｰｽ類は、1m程度に切断して出すようご協力下さい。

対 象 と な る も の
資 源 回 収 用 袋 に

指定袋に入る不燃のごみ
入れて曜日を守っ

て出して下さい。

5

傘 一斗缶 ｶﾒﾗ・ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ ﾋﾞﾃﾞｵﾃｰﾌﾟ

ﾓｰﾀｰを

含む玩具

金属類を含む衣類 ・ ﾍﾞﾙﾄ ・ 靴 ・ ぬいぐるみ 金属製の調理用具 はさみ

鏡 陶器類 ﾗｲﾀｰｶﾞﾗｽ ｸﾞﾗｽ・ｶｯﾌﾟ ﾎｰｽ 包丁

資源物（小型粗大）

燃えるごみ



たばこの吸い殻、ぬいぐるみ、木炭

衣料品・靴（金属類を含まないもの）

革製品（金属類を含まないもの）、ﾀｵﾙ、ﾊﾞｽﾀｵﾙ、落葉、小枝、箸

串類、木くず、木製品、使い捨てｶｲﾛ、鳥の唐揚げなどの骨、貝殻

紙おむつ（汚物は捨てること）

汚れのひどい紙類（油を含んだものなど）

汚れのひどいﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・ﾋﾞﾆｰﾙ類（調味料が入っていたものなど）

【注意】
　 のﾏｰｸがあるもので、汚れがなく、きれいな状態なものは、紙類として資
源回収用袋に入れて出して下さい。

　 のﾏｰｸがあるもので、汚れがなく、きれいな状態なもの、または汚れがあ
っても、水で濯ぐなどして汚れが落ちたものについては、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・ﾋﾞﾆｰﾙ類
として、資源回収用袋に入れて出して下さい。

対 象 と な る も の
燃 え る ご み 袋 に

指定袋に入る可燃のごみ
入れて曜日を守っ

て出して下さい。

6

たばこ ぬいぐるみ 衣料品（金属を含まないもの） 木くず

汚れのひどい紙類 汚れがひどいﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・ﾋﾞﾆｰﾙ類

鳥の唐揚げなど骨 貝殻ｶｲﾛﾊﾞｽﾀｵﾙ 紙おむつ

燃えるごみ

資源物（生ごみ）

油



【注意】
生ごみは堆肥化しますので、水切りをして、他のごみ（水切用袋、はし、弁当
の容器等）が混ざらないようにし、生ごみだけを入れて出して下さい。

右記に示すものは、生ごみとしては出せません！
鳥の唐揚げなどの骨や、貝殻は、堆肥化できませ
んので、燃えるごみとして出して下さい。

各種ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ

十字に縛る前に、右記のよう
に、約50cm四方くらいに折
って下さい。

各種新聞紙

雑誌類 　週刊誌、月刊誌、ﾏﾝｶﾞ本、
　その他の雑誌、単行本、
　ｶﾀﾛｸﾞ類、ﾁﾗｼ類

濡れると再資源化できないため、雨の時は、出さないようご協力下さい。

生 ご み 専 用 袋 に
家庭から出る残飯、調理くず

入れて曜日を守っ
魚の骨、果物の皮・種、卵の殻

て出して下さい。
ｴﾋﾞやｶﾆの殻など

7

お お む ね 10kg を 1 束 と し 、 1 束 に 1 枚 の ｽ ﾃ ｯ ｶ ｰ を

貼って、十字に縛り、曜日を守って出して下さい。おお

対 象 と な る も の

資源物（生ごみ）

資源物（紙ﾊﾟｯｸ）

資源物（ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ・新聞・雑誌類）



紙ﾊﾟｯｸは、上記のように、水で濯いで、乾かしたものを出して下さい。

【注意】
　 のﾏｰｸ以外の紙ﾊﾟｯｸで、中にﾋﾞﾆｰﾙなどがｺｰﾃｨﾝｸﾞしてあるものは、紙類とし
て資源回収用袋に入れて出して下さい。

電池類

通常使用する電池
単一電池、単二電池、単三電池、
ﾏﾝｶﾞﾝ電池、ｱﾙｶﾘ電池、9V乾電池

蛍光灯類

蛍光灯、蛍光管、白熱球、ﾊﾛｹﾞﾝﾗﾝﾌﾟ
などで、割れた物も含みます。

廃食用油（南部地区は各ｽﾃｰｼｮﾝ回収）

家庭から出るﾗｰﾄﾞ以外の食用油です。右記のように天ぷら
かす等を取り除き、こしたものを出して下さい。

そ れ ぞ れ 各 地 区 の 拠 点 回 収 所 に 出 し て 下 さ い 。
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対 象 と な る も の
各 地 区 の 拠 点

牛乳ﾊﾟｯｸ
回 収 所 に 出 し て

ｼﾞｭｰｽなどのﾊﾟｯｸ
下 さ い 。 お お お

上記のﾏｰｸを参考にして下さい。

資源物（紙ﾊﾟｯｸ）

資源物（蛍光灯類・電池類・廃食用油）

資源物（大型粗大）



布団、毛布、ｼｰﾂ、ﾀｵﾙｹｯﾄ、たんす、机、ｽﾃﾚｵ、ﾍﾞｯﾄﾞ、ｿﾌｧｰ、ｲｽ

ﾃﾚﾋﾞ台、ｶﾞｽｺﾝﾛ、扇風機、掃除機、ﾋｰﾀｰ、ｽﾄｰﾌﾞ、自転車、ﾍﾞﾋﾞｰｶｰ

電気ｶｰﾍﾟｯﾄ、ｶｰﾍﾟｯﾄ、じゅうたん、畳、ござ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰなど

小さくできるものは、右記のようにひもで縛り、
おおむね10kgを1束とし、1束に1枚のｽﾃｯｶｰを
貼って出して下さい。

【注意】
故障して使用しなくなった楽器などは、ﾒｰｶｰにお問い合わせ下さい。
家具類、ﾖｼｽﾞ、伐採した枝等を大量に出す場合は、5cm角以内のものは1m
程度に、5cm角を超えるものは30cm程度に切断して出すようご協力下さい。

事業所（事務所及び店舗など）から出るごみ（産業廃棄物を除く）は、事
業所自らが分別し、指定するごみ処理場まで搬入しなければなりません。

各地区に設置されているｽﾃｰｼｮﾝ及び拠点回収所は、家庭から出るごみの集
積所ですので、事業所のごみは、決してｽﾃｰｼｮﾝ及び拠点回収所に出さない
で下さい。
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以 下 に 示 す も の を 参 考 に 、 ｽ ﾃ ｯ ｶ ｰ を 貼 っ て

北 部 は 各 地 区 の 拠 点 回 収 所 へ 、 南 部 地 区 は

各 ｽ ﾃ ｰ ｼ ｮ ﾝ へ 排 出 日 を 守 っ て 出 し て 下 さ い 。

たんす 机 ｽﾃﾚｵ ﾍﾞｯﾄﾞ ｿﾌｧｰ・ｲｽ ﾃﾚﾋﾞ台

ｶﾞｽｺﾝﾛ 扇風機 掃除機 ﾋｰﾀｰ 自転車 ﾍﾞﾋﾞｰｶｰ じゅうたん

資源物（大型粗大）

事業所系ごみ

屋久島ｸﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰへ持ち込めないごみ



産業廃棄物、農業用廃ﾋﾞﾆｰﾙ、農業用肥料袋、消火器、ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾚﾝｶﾞ、ﾌﾞﾛｯｸ、瓦、ｽﾚｰﾄ、ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ、建築廃材、ﾊﾞｯﾃﾘｰ

自動車、自動車の部品、ﾀｲﾔ、廃油、事業所用複写機（ｺﾋﾟｰ機）

医療系ごみ、医療用注射器（針）、廃食用油、家畜の死体

ﾘﾀｰﾅﾙﾋﾞﾝ（ﾋﾞｰﾙや焼酎などのﾋﾞﾝ）

※ 犬、猫などのﾍﾟｯﾄの死体は、手数料を取って受け入れています。

ｴｱｺﾝ（室外機を含む）、洗濯機、衣類乾燥機、冷蔵庫、冷凍庫、

ﾃﾚﾋﾞ（ﾌﾞﾗｳﾝ管ﾃﾚﾋﾞ・液晶ﾃﾚﾋﾞ・ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾃﾚﾋﾞおよびﾘﾓｺﾝ）につい

ては、家電ﾘｻｲｸﾙの対象品となるため、町では回収しません。

処理をする際は、郵便局でﾘｻｲｸﾙ券を購入し、町が指定する業者

へ出して下さい（買い替えの際は、小売店にご相談下さい）。

ﾊﾟｿｺﾝ（ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ型ﾊﾟｿｺﾝ本体・ﾉｰﾄﾌﾞｯｸ型ﾊﾟｿｺﾝ・CRTﾃﾞｨｽ

ﾌﾟﾚｲ装置・液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置）を処理する際は、購入先、ま

たは、ﾊﾟｿｺﾝ3R推進ｾﾝﾀｰ（03-5282-7685）へお問い合

わせいただき、指示に従って処分して下さい。

屋久島ｸﾘｰﾝｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰへ持ち込む際は、ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ内のﾃﾞｰﾀを消去し、

ｽﾃｯｶｰを貼って下さい。ｽﾃｰｼｮﾝや拠点回収所には出せません。

町では、ﾃﾞｰﾀ流出における一切の責任を負いません。
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屋久島ｸﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰへ持ち込めないごみ

家電ﾘｻｲｸﾙ対象品

ｴｱｺﾝ（室外機を含む） 洗濯機 衣類乾燥機 冷蔵庫 冷凍庫 ﾃﾚﾋﾞ

ﾊﾟｿｺﾝ


